
アンケート調査結果からの主な課題について 

①第３次障がい者計画の体系 ②国 第４次障害者基本計画（案） ③主な法令、法律等の状況 ④アンケート調査結果等からの主な課題 

【基本理念】 

障がいのある人もない人も、

地域の中で安心して暮らせる

社会を目指して 
 

【基本目標１】お互いを尊重

し理解しあえるまちづく

り 
 

啓発・相互理解の促進 
 

【基本目標２】地域における

サービスの充実 
 

生活支援 
 

 

【基本目標３】安心して暮ら

せるまちづくり 
 

生活環境 

 

【基本目標４】助け合い・支

えあいのあるまちづくり 
 

教育・育成 

 

保健・医療 

 

【基本目標５】障がいのある

人の自立支援の促進 
 

雇用・就労 

 

情報・コミュニケーション 

 
 

 
○体系見直しの要素 
１．基本理念 

全ての国民が，障害の有無にかかわ
らず，等しく基本的人権を享有するか
けがえのない個人として尊重される
という理念にのっとり，全ての国民
が、障害の有無によって分け隔てられ
ることなく，相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会の実現(基
本法１条) 

２．基本原則 
① 地域社会における共生等(3条) 
② 差別の禁止(4条) 
③ 国際的協調(5条) 

３．各分野に共通する横断的視点 
①障害者権利条約の理念の尊重及
び整合性の確保 

②社会のあらゆる場面におけるア
クセシビリティの向上 

③当事者本位の総合的かつ分野横
断的な支援 

④障害特性等に配慮したきめ細か
い支援 

⑤性別、年齢による複合的困難に配
慮したきめ細かい支援 

⑥ＰＤＣＡサイクル等を通じた実
効性のある取組の推進 

 
○第４次障害者基本計画の方向性 
１．安全・安心な生活環境の整備 
 
２．情報アクセシビリティの向上及び

意思疎通支援の充実 
 
３．防災、防犯等の推進 
 
４．差別の解消、権利擁護の推進及び

虐待の防止 
 
５．自立した生活の支援・意思決定支

援の推進 
 
６．保健・医療の推進 
 
７．行政等における配慮の充実 
 
８．雇用・就業、経済的自立の支援 
 
９．教育の振興 
 
10．文化芸術活動・スポーツ等の振興 

 

11．国際協力の推進 

〇障害者の権利に関する条約の批准 
平成 19 年に「障害者の権利に関する条約」
に署名し、それ以降、同条約の批准に向け、
様々な国内法の整備が進められた結果、平成
26 年 1 月に批准。 

 
○障害者基本法の改正 

平成25年に障害者基本法の一部が改正され、
障害者の定義が見直されたほか、災害時の安
全確保のために必要な情報提供に関する施
策などが追加。 

 
〇障害者総合支援法の施行と改正 

平成 30 年４月からは、地域生活の支援とし
て新たに「自立生活援助」や「就労定着支援」
等のサービスを追加。 

 
〇障害者差別解消法の施行 

障害を理由とする差別等の権利侵害行為を
禁止するとともに、社会的障壁の除去を必要
としている旨の意思の表明があった場合に
は、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮
の義務が定められた。 

 
〇成年後見制度利用促進法の施行 

平成 28年５月に施行。 
地域住民の需要に応じた成年後見制度の利
用の促進、地域における成年後見人等となる
人材の確保、関係機関等における体制の充実
強化などを規定。 

 
〇障害者虐待防止法の施行 

平成 24年 10月施。虐待を発見した人に自治
体への通報を義務づけているほか、危険性が
あると認められた場合には、自治体職員の自
宅への立ち入りを認めること、虐待に関する
相談窓口の設置を自治体に義務づけ。 

 
〇障害者優先調達推進法の施行 

公的機関には、物品やサービスを調達する
際、障害者就労施設等から優先的・積極的に
購入することを推進し、障害者の自立の促進
に資することとされている。 

 
〇改正障害者雇用促進法の施行 

平成 28 年度から雇用分野における障害者差
別の禁止や合理的な配慮の義務が定められ
るとともに、法定雇用率の算定基礎に精神障
害者を加えることが規定された。 

 
○児童福祉法の改正 

平成 24 年改正。障害児を対象とした施設・
事業が児童福祉法に基づくサービスに一元
化。また、平成 28 年の同法改正により、平
成 30 年度から障害児のサービスに係る提供
体制の計画的な構築を推進するため、「障害
児福祉計画」を策定。 

 
○発達障害者支援法の改正 

平成28年に発達障害者支援法の一部が改正
され、支援が切れ目なく行われることが基本
理念に盛り込まれたほか、国民・事業主等に
おける責務などが個々の発達障害の特性に
応じる様、見直しされた。 
 

○子ども子育て支援法の制定 
子ども・子育て支援新制度（平成27年４月施
行）において、様々な施設・事業において障
害児の受入体制の明確化や障害児への配慮
などを図ることが示された。 

〇啓発・広報 
障がいのある方の障害者差別解消法の認知度は１割程度となっています。また、知的障がい、精神障がいのある方で障がいを理
由とした差別を感じたことのある人が多く、特に「近隣・地域」でその傾向が強くなっています。障がいへの理解を進めるため、
多様な機会を通じて地域住民とふれあいや、障がいのある人が積極的に社会活動に参画できるよう支援していく必要がありま
す。また、障害者差別解消法の目的とする共生社会の実現に向けて、障がいへの理解、差別や偏見の解消のため、周知啓発を行
っていくことが必要です。 
 
 
 
 

〇生活支援 
日常生活で必要な介助・支援として「外出」「買い物」「家事」の割合が高く、個々の障がいのある人のニーズや実態に応じて適
切な支援が求められます。また、相談支援として、総合的な窓口や障がいの特性に応じた専門的な対応が求められています。さ
らに、成年後見制度の認知度は４割程度に止まっており、権利擁護等の周知・啓発とともに、成年後見制度の利用を促進するた
め、権利擁護を担う専門的人材の育成確保にも取り組んでいくことが必要です。 
 

 

 

 

〇生活・環境 
外出するときに困ることとして、「車・自転車に危険を感じる」「歩道が狭い、道路に段差がある」「利用できる交通機関が少な
い」等の割合が高くなっており、誰もが利用しやすい「ユニバーサルデザイン」の導入を進めていくことが必要です。また、災
害時の不安として「避難する際の不安」「避難先での不安」「災害状況の情報が入ってこないことへの不安」等があがっており、
そのため、災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の強化、避難生活における安心安全の確保等に向け、地域全体
で取り組んでいくことが必要です。 
 
 
 
 

〇教育・育成 
特に知的障がい者から、「保育・療育・教育サービスの充実」が求められています。各種健診の機会を通じて障がいの早期発見
をし、適切な相談機関や療育機関に繋げていくことが必要です。また、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな保育・教育がなさ
れる体制の強化を図るとともに、関係機関と連携した支援体制の充実と情報共有を推進していくことが必要です。 
 
 
 
 

〇保健・医療 
障がい者全体から「保健・医療サービスの充実」が最も求められています。そのため、障がいの状況に応じたきめ細かな支援体
制づくりに取り組むことが必要であるとともに、重症心身障がい児者などさまざまな障がいに対応できる専門性の高い支援体制
や状況に応じたきめ細かな支援のための取組を推進していくことが必要です。 
 
 
 
 

〇雇用・就業 
特に精神障がい者の４割が働く場・機会の充実を望んでいます。そのため、一般企業による雇用の促進や福祉的就労の推進に向
け、障がいへの理解や就労環境の改善、需要の喚起による受注拡大等に積極的に取り組んでいくことが必要です。 
 
 
 
 

〇情報・コミュニュケーション 
障がい者の４人に１人が、人とのコミュニケーションにおいて支援が必要となっています。そのため、誰もが地域の一員として
社会参加していくためにも、障がい特性に応じた情報提供やコミュニケーション手段の確保が必要です。 
近年では、情報通信技術の進展が障がい者の情報収集やコミュニケーション手段に大きな可能性を広げており、手話や要約筆記
通訳者の確保と合わせ、情報のバリアフリー化に向けた支援の充実を図っていくことが必要です。 

    

資料３ 


